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第２期障害福祉計画策定に
お け る 留 意 事 項 に つ い て

平成２０年７月２９日

資料３
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Ⅰ サービスの基盤整備等について

※第２期計画における留意点は、基本的に資料１のとおりであるが、入念

的にご説明したい点としては次のとおり。

１ 圏域単位を標準とした基盤整備の促進について

○障害者施策における基盤整備の取組みの単位は、一般的には市町村

単位では狭く、都道府県単位では大きすぎることから、市町村毎の取組

をベースとしつつ、圏域等の単位での取組みを進めることが効果的であ

ることに鑑み、第２期計画の基本指針案に盛り込むこととしたもの。

○しかしながら、都道府県によっては、①大都市が多く、市町村単位で取

り組む方が基盤整備が促進できる場合もあること、②いわゆる圏域につ

いては、昨今の市町村合併により大きく様相が変わった圏域もあること

等から、全国一律に圏域単位での取組みをお願いするものではない。

○よって、圏域単位を標準とした取組みについては、都道府県において、

地域の状況（計画の進捗状況等）を踏まえ、基盤整備が立ち後れている

地域においては、単独の市町村単位でバラバラに取り組むのではなく、

圏域等の単位での取組みが進められるよう、市町村と協議し第２期計画

を策定されたい。
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２ 精神障害者の地域生活への移行に関する事項について

○ 第１期障害福祉計画における退院可能精神障害者の減少目標値に

ついては、基本的には平成１４年の患者調査における「受入条件が整え

ば退院可能な者」としつつ、独自に設定する都道府県等もあった。

○ このため、都道府県によって退院可能精神障害者数の考え方に差が

あり、結果的に各自治体の障害福祉計画における退院可能精神障害者

数を積み上げると、４．９万人となっているところ。

○ 現在、「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」におい

て、精神障害者の地域移行に関して様々な議論が行われているところで

あり、その中で数値目標を定める方向で検討されるものと考えているが、

目標値の設定にあたっては、どのような指標を使用するのかについて、

検討会での議論の結果を踏まえた対応が必要であると考えているところ。

○ 今後、検討会での議論を踏まえ、考え方を整理したうえで、目標値の

設定方法等の提示を行ってまいりたいと考えているが、現時点では、具

体的な考え方を示すことは難しいため、第２期計画の策定にあたっては、

引き続き第１期計画において設定した目標値を踏襲されたい。

○ 一方で、精神障害者の地域移行施策の進捗状況を把握する観点か

ら、本年度から行われている「精神障害者地域移行支援特別対策事業」

について、別途、本事業による２３年度末までの退院者数及びこれに伴

う指定障害福祉サービス等の見込量について目標値を設定し、第２期計

画に反映されたい。
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３ 目標値・サービス見込量について

○第２期障害福祉計画においては、資料１にもあるとおり、機械的に目標

値やサービス見込量を定めるのではなく、第１期計画の実績や障害者の

ニーズや動向等を踏まえ適切に見込むことが必要である。

○このため、第１期計画策定時に国より参考配布したワークシート的なも

のは今回は配布しない。

○また、目標値の出発時点については、第１期計画からの継続性を確保

するため、指針においては、第１期障害福祉計画作成時点とする。

４ 今後のスケジュールについて

○概ね別添１のとおりと考えているため、ご承知おき願いたい。
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第２期障害福祉計画策定スケジュール（案）

時期 国 都道府県 市町村

７月末

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

担当者会議にお
いて変更点等提
示

指針案のパブ
リックコメント

第２期計画指針
（全体）提示

現状分析等

市町村に対し、都道府県
の基本的な考え方を提示
(都道府県会議の開催等)

作成委員会等の開催

現状分析等

（ニーズ調査等）

圏域ビジョンの作成
（圏域調整会議の開催等）

反映 反映

第２期計画策定

作成委員会等の開催

（別添１）
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※第２期障害福祉計画策定の前提として各種データの分析が必要となるが、現時点に
おいて障害者自立支援給付に関するデータ分析ツールとして国においてお示しできる
ものとして、以下を紹介するもの。

※なお、データは国民健康保険団体連合会による支払いシステムのデータを活用する
ため、事業者より紙媒体で請求されたものや返戻となったデータ等については反映さ
れないことに注意。

１ 「障害者自立支援給付等試験的分析用データ抽出ツール」にて抽出
可能なデータ

（１） 概 要

・当該データは、平成２０年２月２８日付けで障害保健福祉部企画課より事務連
絡にてお知らせしているもの。（別添２参照）

・当該データは、都道府県単位（国民健康保険団体連合会単位）で集計。
・現在は、上記ツールを用いて、各都道府県国民健康保険団体連合会→国民健
康保険中央会→厚生労働省で集計というルートでデータを収集している。

・当該データの一部は、社会保障審議会障害者部会における議論に活用中。
・当該データを、今後、各都道府県へ次のとおり配布予定。

①平成１９年９月サービス提供分～平成２０年４月サービス提供分にかかる データ

→厚生労働省より平成２０年８月上旬を目途に各都道府県へメールにて配布

②平成２０年５月のサービス提供分にかかるデータ
→平成２０年８月中旬頃に取得が可能になるため、連合会からデータを取得する

際に、あわせて各都道府県あてデータを送信するよう厚生労働省より各連合会
へ依頼する。

③平成２０年６月サービス提供分以降のデータ
②に準じて１月単位で連合会から都道府県へ提供する。

（２） データの内容（サービス提供月単位：都道府県単位）
【受給者関係】
○障害種別－所得区分－障害程度区分－利用者数
○所得区分－障害程度区分－障害程度区分補足－サービス利用状況（訪問系・日中活動系など

６分類の組合せ）－利用者数－総費用額－給付費－利用者負担－高額サービス費－
特別対策費－補足給付費－自治体助成額

【事業別関係】
○サービス種類（２９分類）－障害種別－障害程度区分－事業所数－利用者数－
総費用額

○事業所番号－サービス種類（２９分類）－利用者数－総費用額

※各都道府県において活用する場合、データが見えやすくなるよう各都道府県で工夫してください。
（詳細は別添３参照）

Ⅱ 第２期障害福祉計画の作成時に活用可能な障害者自立
支援給付支払い等システムデータについて
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（別添2）
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◆統計ＣＳＶデータの活用例

例：受給者関係データA

①障害種別、所得区分、障害程度区分
については、コード値になっているので、
下記のとおりコード値の置き換えを行う

●障害種別
01：身体障害者 02：知的障害者 03：精神障
害者 04：障害児

◎CSVデータのため、Excelで編集が可能です。

●所得区分
01：生活保護 02：低所得1 03：低所得2 04：
一般1 05：一般2

●障害程度区分
01：旧障害程度区分A 02：旧障害程度区分B
03：旧障害程度区分C 21：区分1 22：区分2
23：区分3 24：区分4 25：区分5 99：なし

受給者Aのcsvデータ

※送付されるデータ

（別添３）
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②オートフィルタや関数を用いて、項目毎の値
を集計する

オートフィルタにより、集計したい項目を選択する

関数の「ＳＵＢＴＯＴＡＬ」により、選択した項目の
みを集計する

※今回お示しした活用方法はあくまで1例であり、集計の

参考としてお示ししたものです。目的により、各都道府県で
関数等を用いて集計してください。

※編集後のデータ
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２ 障害福祉計画の策定支援ツール ： 「障害者自立支援給付分析ソフト」

（１）概 要

・「障害者自立支援給付分析ソフト」は、 平成19年度障害者保健福祉推進事業の助成を受
けて日本福祉大学が開発した給付実績分析ソフトである。

・当該ソフトは、国民健康保険団体連合会提供のデータを活用し、各市町村の自立支援給付
実績を月単位で各種の表とグラフとして出力するとともに、受給者データベースの作成機
能を持つ。

・さらに、複数市町村を集計して、圏域・都道府県単位の分析を行うことも可能。

・当該ソフトは、日本福祉大学福祉政策評価センターホームページよりダウンロードが可能。

（別添３参照、マニュアルは別冊配布資料（ホームページにも掲載あり））

（２）出力の内容

① 「障害者自立支援給付分析報告書」

・多様な分析視点を用いるとともに、市町村間や時系列による比較を可能にする指標を設定
している。

・分析結果を視覚的に理解できるように、各種の表やグラフとして出力した報告書。必要な図
表をコピーして、他の資料等に利用することもできる。

○ 障害区分別の給付実績：支給決定者・受給者人数、障害程度区分、費用額等

○ サービス別の給付実績：支給決定者数・受給者数、利用率、費用額、利用日数等

○ サービスパッケージ別の給付実績：利用率、費用額等

② 「障害者自立支援給付受給者データベース」

・月単位／個別利用者単位で集約したデータベース。

・年齢、障害区分、障害程度区分、所得区分等のフェースシートと、サービス種類ごとの支給
決定、需給実績に関して132項目のデータを一覧表にしている。

・汎用性の高いファイル形式（Excel、CSV）を採用しているため、市町村による加工が可能で、
自由にデータを追加することもできる。

※圏域単位・都道府県単位での集計を行うためには、各市町村からのデータ提供が必要と
なる。

（別冊配付資料（マニュアル）Ｐ２５関係）
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（別添４）


